
 

ケアプランデータ連携システムの利用促進について 

 

令和 5 年 5 月 19 日に公布された「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築す

るための健康保険法等の一部を改正する法律」（令和 5年法律第 31 号）により、介護情

報基盤の構築が進められています。 

その一環として介護現場の業務効率化や職員の負担軽減のため、居宅介護支援事業所

と居宅サービス事業所の間で毎月やり取りされるケアプランの一部を、データ連携する

システムが整備されました。利用促進施策として、令和 7年 6月より当該システムのす

べての機能を 1年間無料で利用できるフリーパスキャンペーンが開始いたします。この

機会にぜひご利用を検討ください。 

 【参考】 

ケアプランデータ連携システム（国民健康保険中央会） 

https://www.kokuho.or.jp/system/care/careplan/ 

ケアプランデータ連携システムについて（国民健康保険中央会） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/00104711.pdf 

ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイト（国民健康保険中央会） 

https://www.careplan-renkei-support.jp/ 
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